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〇農産物検査法（昭和二十六年法律第百四十四号）（抜粋） 

 

（登録の取消し等） 

第二十四条 農林水産大臣は、登録検査機関が第十七条第三項第一号又は第三号に該

当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 

２  農林水産大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録

を取り消し、又は一年以内の期間を定めて農産物検査の業務の停止を命ずることがで

きる。 

一 第二十一条第一項の規定による届出に係る業務規程によらないで農産物検査を行

つたとき。 

二 不正の手段により第十七条第二項の登録又は第十九条第一項の変更登録を受け 

たとき。 

三 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違

反したとき。 

３ （略） 

４  農林水産大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しな

ければならない。 

（聴聞の特例） 

第三十二条 農林水産大臣は、第二十四条第二項の規定による命令をしようとするときは、

行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十三条第一項の規定による意見陳述のた

めの手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 

２  第二十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わな

ければならない。 

３  前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利

害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなけれ

ばならない。 

 

〇行政手続法（平成五年法律第八十八号）（抜粋） 

 

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第十三条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この

章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各

号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 

ロ～ニ （略） 
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（聴聞の通知の方式） 

第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知

しなければならない。 

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 

二 不利益処分の原因となる事実 

三 聴聞の期日及び場所 

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 

（参加人） 

第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者（以下「主宰者」という。）は、必要があ

ると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照ら

し当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者（同条第二項第六号

において「関係人」という。）に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又

は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。 

２・３ （略） 

（聴聞の主宰） 

第十九条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 

２ （略） 


